
　　● この制度は、利用者にとって貸切バス事業者の安全に対する取り組みが分かるように、

　　　 認定・公表することを目的としたものであり、平成23年8月から運用が開始されました。

　　● シンボルマークの星「★」の数は、初年度は一ツ星で2年ごとに審査認定が行われ、最

　　　 短4年で最高の三ツ星「★★★」になることができます。

　　　 当社は平成27年9月の認定委員会において、二ツ星取得から2年が経過し、安全輸送に

　　　 対する取り組みが評価され、三ツ星「★★★」の認定を受けたものです。

　　● 北海道中央バス㈱は、引き続き輸送の安全の取り組みを徹底し、高いレベルでの安全

　　　 確保への取り組みを持続させるとともに、　「貸切バス事業者安全性評価認定制度」

　　　 が社会に広く理解され、運賃の高低だけではなく安全性がしっかり評価されて選択

　　　 されるよう期待し、会社をあげて周知活動に取り組んでまいります。

　　　貸切バス事業者安全性評価認定制度についての詳細は、公益社団法人日本バス協会の

　　　ホームページをご覧下さい。 http://www.bus.or.jp/safety/about.html

貸切バス事業者
安全性評価認定制度

北海道中央バス㈱は最高ランク
「三ツ星」★★★の認定会社です。


